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   ㈲北野財経システム 
   税理士法人 Ｙ．Ｋ．Ｃ．  
大阪市淀川区西中島 7-1-26 
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経営一言：強い思いや願いがあれば、そのための手段、方法は必ず考え出されてく

る。       （松下 幸之助・パナソニック創業者） 

－所長コメント：「念ずれば通ず」「思えば成る」繰り返し、繰り返し唱え続ければ願い事

が地となり身となって行動に変化が表われてくる。「一念岩をも通す」です。－ 

 

 

ＫＮＣ ＮＥＴＷＯＲＫ ＮＥＷＳへのご意見・ご質問・ご感想は 

０６－６３０４－７８５７ または ｋａｉｋｅｉ＠ｋｎｃｃ．ｃｏ．ｊｐ  

までお寄せください。 

カーテンの取得価格は部屋ごとに判定  《税務》 

 不動産貸付業を営む会社が賃貸マンションを新築し、カーテン

代として１部屋あたり５万円、１戸に３部屋あるので一戸あたり１

５万円を支出したとします。この購入費用は、耐用年数に則って

毎年減価償却するのではなく、取得した事業年度の損金にでき

ます。 

 事業用として購入した１０万円未満の減価償却資産は、取得時

に一括で損金算入します。 

カーテンは１枚で使うものではなく、ひとつの部屋で数枚を組み合

わせて使用するものなので、取得価格が１０万円未満であるかど

うかは部屋ごとに判定します。３部屋合計で１５万円支出していて

も、１部屋あたりのカーテン代が５万円なら取得価格は１０万円未

満とされます。 

 なお、法人税法の本則では１０万円未満とされていますが、３０

万円未満の減価償却資産は年間の合計３００万円まで一括損金

にできる特例があります。 

 

 

法人成りの設立登記前の損益は個人所得  《税務》 

 会社は設立登記によって法人格を取得し、事業年度が始まりま

す。登記前に利益や損失が発生することがありますが、これらの

損益は設立１期目のものとして税務申告します。 

 しかし、個人事業者が法人成したときは、会社設立前の損益は

原則的にすべて個人のものとして申告します。例えば個人事業者

が２月１日に株式会社の設立登記をしたなら、１月中の損益は代

表者個人の所得にしなければなりません。 

 

 適材適所の基準  《経営》 

 「人が嫌いな事柄（仕事）で成功してしまう程の不幸は無い」と

いう言葉を聞いたことがあります。例えば、人の体に触れたり、健

康上の悩みを聞いたりすることは大嫌いな者が、たまたま学業優

秀なために何となく医者になったとします。周囲の期待を裏切っ

て、今さら簡単に別の仕事は選べません。 

これと似たようなことは、企業経営においてもあります。例え

ば、高度な知識や特殊技能があって次々にアイデアを出していた

社員が経営者に評価され、早々と管理職に抜擢されたとします。

喜ぶ者も多いでしょうが、中には管理職として部下を統率したり、

中間管理者として調整したりすることが向かない者も多くいるでし

ょう。 

 人事異動の基本として、「適材適所」が重要と言われます。しか

し、人事担当者は社員の行動結果を観察して判断しているかもし

れませんが、性格・嗜好や将来の目標等を考慮することはあまり

ないでしょう。勿論、社員の好みに合わせた配置は簡単ではあり

ません。また、そのようにすることが正しいわけではありません。

大事なことは、成果や経歴だけで評価して配置したり、知識や技

術レベル等だけを基準に肩書きを決めたりしないことです。適材

適所は配置して終わりではなく、社員の足りない部分を会社が補

佐し、自信のない時は暖かく励ます社風が求められます。 

 

アパートの負担付贈与  《税務》 

 アパートを贈与すると、土地は「路線価」、建物は「固定資産税

評価額」で一般的に評価し、売買価格（時価）よりも低い価格で

贈与税が計算されます。ですが、建設などに掛かった負債金を

一緒に贈与すると、不動産が時価で評価されるため、通常の贈

与と比べて税金面で不利になります。 

 債務の負担を条件に贈与することを「負担付贈与」といいます。

不動産の負担付贈与では時価そのままで評価され、高い税率が

掛けられます。アパートの所有権移転とともに、入居者の敷金の

返済義務を引き継がせるのも負担付贈与です。通常の贈与同様

に相続税評価額で財産評価するには、入居者に返還すべき敷金

分の現金をアパート引継ぎと同時に贈与する必要があります。 

  

 

気になる記事：ＴＰＰ離脱・日本車標的・・・、トランプ政策対応急ぐ 

 トランプ氏は２３日、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）から「永久に離脱するとした大統領令に署名した。「米国第一」を掲げ、２国間の自

由貿易協定（ＦＴＡ）を軸とする通商戦略を本格的に始動させる。日本に対しては自動車に批判の矛先を向けて圧力をかける姿勢が鮮明

だ、 


